
委託料、調達費、送料、広告料など

効果額＝（ふるさと納税寄附額-10億円）×1/2

本市におけるふるさと納税効果額の考え方について

10億円

効果額
（2.5億円）

経費となる額
（2.5億円）

例：15億円の場合

10億円：行革による取組を行わなかった場合の寄附額

（財政健全化計画上の基礎見込額）

５億円：行革での取組により得た寄附額

※新たな返礼品の開発やＰＲなど


